
有期契約労働者を雇用する
事業主の皆様へ

～有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン～

本ガイドラインは､契約を数回更新しているようなフルタイム有期契約労働者を主な対象
としていますがそれ以外の有期契約労働者(有期契約の短時間労働者等)についても､その
就業の状況等を踏まえて､適宜参考にしてください。

本ガイドラインの趣旨
いわゆる非正規労働者のうち､パートタイマーや派遣労働者については､それぞれの関係法令に基づ

き雇用管理の改善のための措置が講じられており､また､制度の見直しも行われているところですが､－

週間の所定労働時間が通常の労働者(本ガイドラインにおいては､期間の定めのない雇用契約を締結し

ている労働者であって、短時間労働者でない者をいいます｡)と同じ有期契約労働者(以下｢フルタイム

有期契約労働者」といいます｡）については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート

法)等の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず､雇用管理の改善への取組

が十分に行われていない状況にあります。

そこで､このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう､労働関係法令等を踏まえて、

１．事業主の皆様が講ずべ吉必要な事項

２.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目

をまとめたのが､本ガイドラインです。
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事業主は､労働基準法､労働契約法､パート法等の労働関係法令等を踏まえ､有期契約労働者の雇用に関
し次に掲げるｎから【冠Iまでの項目に留意してください。

なお､「労働基準法｣、｢労働契約法｣、「有期労働契約の締結､更新及び雇止めに関する基準｣、「職業安定
法｣、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律｣、｢育児休業､介護休業等育
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律｣､｢労働安全衛生法｣に関する事項(本文中､該当する箇
所は患い文皇で表記しています｡)については､有期契約労働者に対しても当然に適用されます。

また､パート法については､フルタイム有期契約労働者には直接適用されませんが､同法に基づく指針(パ
ート指針)において､同法の趣旨が考慮されるべきであるとされています。

」
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）本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝで使用している関係法令等の略称について

本ガイドラインでは､関係法令等について､次のとおり略称を使用しています。

○基準法：労働基準法

○契約法：労働契約法

○雇止め告示：有期労働契約の締結､更新及び雇止めに関する基準
○職安法：職業安定法

○均等法：雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
○パート法：短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

○パート指針；事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針
○育介法：育児休業､介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
○安衛法：労働安全衛生法
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安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について

事業主は､有期契約労働者について､募集及び採用を適切に行うとともに､安定的な雇用関係の確保を

図るため､次のような点に配慮し､雇用環境の整備に努めなければなりません。

①契約期間､更新の有無の明示等について

ア契約期間の明示

（ア）労働者の募集を行う者は､その募集に当たって､労働契約の期間に関する事項を明示しな
ければなりません(職安法第５条の３)。

労働契約の期間に関する事項は､書面の交付又は電子メールによって明示しなければなりません。

’
募集に当たっては、

④
によって明示

書面の交付 電子メール
ノ己

巴

１ 安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について

労働契約の期間に関する事項は､書面の交付又は電子メールによって明示しなければなりません。



(イ）使用者(事業主又は嘉業の経嵩担当者その他事業の労働者に関する事項について､事業主のために行為する

すべての苔をいう｡以下同じ｡)は､労働契約の締結に際し､労働者に対して､労働契約の期間に僕

する事項を明示しなければなりません（基準法第１５条第１項)。

労働契約の期間に関する事項は､書面の交付によって明示しなければなりません。

労働契約の締結に際しては、 の交付によって明示

書面
ノ～

イ更新の有無及び判断基準の明示

使用者は､有期労働契約の締結に際し､労働者に対して､更新の有無を明示しなければならず、

更新する場合がある旨明示したときは､更新の判断基準を明示しなければなりません（雇止め告

示第１条)。

明示すべき｢更新の有無｣の具体的内容については、

(1)自動的に更新する(2)更新する場合があり得る（S)契約の更新はしない
などが考えられます。

｢判断の基準｣の具体的な内容については、

(1)契約期間満了時の業務量により判断する(2)労働者の勤務成績､態度により判断する

(3)労働者の業務を遂行する能力により判断する(4)会社の経営状況により判断する

(5)従事している業務の進捗状況により判断する

などが考えられます。

ウ労働者の理解の促進

使用者は､労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、

労働者の理解を深めるようにしてください（契約法第４条第１項)。

例えば、労働契約締結時又は労働契約締結後において就業環

境や労働条件が大きく変わる場面において､使用者がそれを説明

し又は労働者の求めに応じて誠実に回答すること､労働条件等の

変更が行われずとも、労働者が就業規則に記載されている労働

条件について説明を求めた場合に使用者がその内容を説明する
ことが考えられます。

エ書面確認

労働者及び使用者は､労働契約の内容(有期労働契約に関する事項を

含む｡)について､できる限り書面により確認してください(契約法第４条

第２項)。
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／例えば､労使で話し合った上で､労働条件を記載した書面を労働

者に交付することなどが考えられます。 ＝＝－－
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②契約期間についての配慮

ア目的に照らした配慮

使用者は､有期労働契約について､その労働契約により労働者を使用する目的に照らして､必要

以上に短い期間を定めることにより､その労働契約を反復して更新することのないよう配慮して
ください（契約法第１７条第２項)。

例えば､ある労働者について､使用者が一定の期間にわたり使用しようとする場合には､その

一定の期間において､より短期の有期労働契約を反復更新するのではなく､その一定の期間を

契約期間とする有期労働契約を締結するよう配慮しなければなりません。

イ契約更新時の配慮

使用者は､有期労働契約（１回以上更新し､かつ、

雇入れ曰から起算して1年を超えて継続勤務して

いる者に係るものに限る｡)を更新しようとする場

合には､契約の実態及び労働者の希望に応じて､契

約期間をできる限り長くするよう努めなければな

りません(雇止め告示第４条)。

＝

③雇用契約の遵守について

ア契約期間中の解雇

使用者は､有期労働契約について､やむを得ない事由がある場合でなければ､その契約期間が満

了するまでの間において､労働者を解雇することができません(契約法第１７条第１項)。

契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が

合意していた場合であっても､当該事由に該当することをもって｢やむを得ない事由｣がある

と認められるものではなく､実際に行われた解雇について｢やむを得ない事由｣があるか否

かが個別具体的な事案に応じて判断されるものです。

イ退職に関する事項の明示

使用者は､労働契約の締結に際し､退職に関する事項(解雇の事由を含む｡)を明示しなければな

りません(基準法第１５条第１頃)。

退職に関する事項(解雇の事由を含む｡)は､書面の交付によって明示しなければなりません。

４
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ウ解雇の予告

使用者は､労働者を解雇しようとする場合には､少なくとも８０曰前にその予告をしなければな

りません(基準法第２０条第１頃)。

３０日前に予告をしない使用者は､８０日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

エ退職時等の証明

労働者が､退職の場合において､使用期間､業務の種類､その事業における地位､賃金又は退職

の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては､その理由を含む｡)について証明書を請求した場合

や、労働者が、解雇予告曰から退職曰までの間において､解雇の理由について証明書を請求した

場合には､使用者は､遅滞なく交付しなければなりません(墓拳法第２２条第１項及び第２項)。

①雇止めの予告及び屋止めの理由の明示について

ア雇止めの予告

使用者は､有期労働契約(３回以上更新し､又は雇入れ曰から起算して1年を超えて継続勤務し

ている者に係るものに限り､あらかじめ更新しない旨明示されているものを除く｡)を更新しない

こととしようとする場合には､少なくとも３０日前までにその予告をしなければなりません（雇止

め告示第２条)。

イ雇止めの理由の明示

アの場合において､労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときや､有

期労働契約が更新されなかった場合において､労働者が更新しなかった理由について証明書を

請求したときは､使用者は､遅滞びく交付しなければなりません(雇止め告示第３条)。

⑤妊娠・出産等を理由とした不利益な取扱いの禁止について

事業主は､女性労働者が妊娠したことや出産したこと等を理由として

雇止め等の不利益な取扱いをしてはなりません(均等法第９条第３項)。

ロ
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1２ 労働条件等の改善のための事項について

事業主は､有期契約労働者について､その労働条件や処遇等の改善を図るため､次のような点に配慮し、

雇用環境の整備に努め芯ければなりません。

①労働条件の明示等について

ア労働条件の明示等

（ア）労働者の募集を行う者は､その募集に当たって､労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、

労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません｡この場合において､次に掲げる事項

については､書面の交付叉は電子メールにより行わなければなりません(職安法第５条の３)。

■労働契約の期間に関する事項

■就業の場所､従事すべき業務の内容に関する事項

■始業・終業の時刻､所定労働時間を超える労働の有無､休憩時間､休曰に関する事項

■賃金の額に関する事項

■健康保険等の適用に関する事項

(イ）使用者は､労働契約の締結に際し､労働者に対して､賃金､労働時間その他の労働条件を明示

しなければなりません｡この場合において､次に掲げる事項については､書面の交付により行わ

なければなりません(基準法第１５条第１項)。

■労働契約の期間に関する事項

Ｚ就業の場所､従事すべき業務に関する事項

■始業・終業の時刻､所定労働時間を超える労働の有無､休憩時間､休日休暇労働者

を２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

■賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金､貿与その他これらに準ずる賃金を除く｡）

の決定､計算及び支払の方法､賃金の締切り及び支払の時期に関する事項

■退職に関する事項(解雇の事由を含む｡）

(ウ）事業主は､有期契約労働者を雇い入れたときは､速やかに､(イ)の事項の他､昇給の有無､退職

手当の有無及び賞与の有無を文書の交付等により明示するべきです｡また､これら以外の事項

についても､文書の交付等により明示するように努めるべきです(パート法第Ｓ条参照)。

５

２ 労働条件等の改善のための事項について



イ待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

事業主は､有期契約労働者から求めがあった場合には､その待遇を決定するに当たって考慮した

事項を説明するべきです(パート法第１３条参照)。

ウ労働者の理解の促進

使用者は､労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について､労働者の理解を深めるよ

うにしてください(契約法第４条第１頃)。

例えば､労働契約締結時又は労働契約締結後において就業環境や労働条件が大きく変

わる場面において､使用者がそれを説明し又は労働者の求めに応じて誠実に回答すること、

労働条件等の変更が行われずとも､労働者が就業規則に記載されている労働条件につい

て説明を求めた場合に使用者がその内容を説明することが考えられます。

書面確認

労働者及び使用者は､労働契約の内容(有期労働契約に閏する事項を含む｡)について､できる限

り書面により確認してください(契約法第４条第２項)。

■■

例えば､労使で話し合った上で､労働条件を記載した書面を労働者に交付することなどが

考えられます。

②就業規則の整備について

ア作成及び届出

常時１０人以上の労働者を使用する使用者は､就業規則を作成し､労働基準監督署に届け出な

ければなりません(基準法第８９条)。

ここでいう｢労働者｣には､有期契約労働者も含まれます。

イ作成の手続

使用者は､就業規則の作成又は変更について､その事業場の過半数労働組合又は過半数代表

者の意見を聴かなければならず､就業規則の届出の際に添付しなければなりません（基準法第

９０条)。

事業主は､有期契約労働者に係る事項について就業規則を作成又は変更しようとするときは、

その事業所の有期契約労働者の過半数代表者の意見を聴くように努めるべきです(パート法第

７条参照)。

７
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③均衡考慮の原則及び仕事と生活の調和への配慮の原則について

ア均衡考慮の原則

労働契約は､労働者及び使用者が､就業の実態に応じて、

均衡を考慮しつつ締結し､又は変更すべきです(契約法第３

条第２頂)。

イ仕事と生活の調和への配慮の原則

労働契約は､労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも

配慮しつつ締結し､又は変更すべきです(契約法第３条第

３項)。

①通常の労働者との均衡の取れた待遇について

ア賃金等

事業主は､通常の労働者との均衡を考慮しながら､職務の内容､職務の成果､意欲､能力又は経験

等を勘案し、賃金(基本給､賞与、職務に関連する手当)を決定するよう努めるべきです(パート法

第９条第１頂参照)。

また､退職手当､通勤手当等職務に密接に関連して支払われるもの以外の手当についても､就業

の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して定めるように努めるべきです（パート指針第３の１

(2)参照)。

イ福利厚生

事業主は､通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設のうち､給食施設､休憩室、

更衣室については、有期契約労働者にも利用の機会を与えるよう配慮するべきです（パート法第

１１条参照)。

そのほか､医療､教義､文化､体育､レクリエーション等を目的とした福利厚生施設の利用及び事

業主が行うその他の福利厚生の措置についても、有期契約労働者の就業の実態､通常の労働者と

の均衡等を考廠した取扱いをするよう努めるべきです(パート指針第３の１（S)参照)。

ウ苦i盾処理体制の整備

事業主は､有期契約労働者から賃金､教育訓練､福利厚生等に関して､苦情の申し出を受けたと

きは自主的な解決を図るように努めるべきです(パート法第１９条参照)。

目



⑤年次有給休暇について

使用者は､その雇入れの曰から起算して６か月間継続勤務し全労働曰の８割以上出勤した労働者に対

して､次の表の曰数の有給休暇を与えなければなりません(蟇拳法第３９条第１頃～第３頃)。

「継続勤務｣の要件に該当するかどうかについては､勤務の実態に即して判断すべきものであり､有期

労働契約を反復して労働者を使用する場合､それぞれの労働契約期間の終期と始期との間に短期間の

間隔を置いたとしても､それだけで当然に継続勤務が中断することにはなりません。

雇入れの日から起算した擢蕉勤務期間の

1年間の所定労箇日數
区分に応する年次有給休園の日数週所定 週所宝

(週以外の期間によって労Ⅲ
労働時'1１ 罰1M刮數

6年６か信日数が定められている!§合】
6か眉 1年６かｌＥ 2年６か眉 3年６か信 4年６か眉 5年６か月

以上

３０時間以上

101二 lｌＥ 121日 141： 161二 181二 2019

5Bul卜 217日1M卜

４Ｅ １６９日～２１６１日 7日１８日１９日１１０日１１２日１１３日１１５１月

３０時lＫ 61月３Ｅ １２１日～１６８１目 ５１目 ８日１９日110日ｌｌｌｌｇ

未満
21： ７３日～１２０Ｅ ４１目 ６１二３１月 51日 ７１目

１Ｅ ２Ｅ ３Ｅ11旨 ４８日～721召

①育児休業・介護休業等について

ア育児休業制度(子が１歳に達するまで(保育所入所を希望しているが､入所できない場合等､一定の

場合､子が１歳Ｂか月に達するまで)）

事業主は、次のいずれの要件にも該当する有期契約労働

者から育児休業の申出があった場合､育児休業の申出を拒む

ことはできません(育介法第５条､同第６条)。

・同一の事業主に引き続き雇用された期間が一年以上で

ある者

・その養育する子が－歳に達する曰(以下１－歳到達日｣と

いう｡）を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者

（当該子の－歳到達曰から－年を経過する曰までの閏に、

その労働契約の期間が満了し､かつ､当該労働契約の更新

がないことが明らかである者を除く。）

⑤
）

週所定

労働時|、

週所定

労働日数

1年間の所定労箇日数

(週以外の期間によって労(1)

日数力《定められている!§合）

雇入れの日から起算した擢篭勤務期間の

区分に応する年次有給休畷の日歎

6か月 1年６か月 2年６か月 3年６か月 4年６か月 ５年６か月
6年６か月

以上

３０時間以上

３０時間

未満

５日hL上

４日

３日

２日

1日

217日以上

169日 216日

１２１［ 168日

７３日 ２０日

４８日～７２日

１０日

7日

5日

3日

1日

１１日 １２日

8日 9日 日

6日 日

4日 ５日

２日

１６日 １８日 20日

１２日 １３日 １５日

９日 １０日 １１日

6日 7日

3日
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イ介護休業制度(対象家族1人につき､通算してＢａ日まで）

事業主は､次のいずれの要件にも該当する有期契約労働者

から介護休業の申出があった場合､介護休業の申出を拒むこ

とはできません(育介法第１１条､同第１２条)。

・同一の事業主に引き続き雇用された期間が－年以上で

ある者

・介護休業開始予定曰から起算して九十三日を経過する

曰（以下「九十三日経週日」という。）を超えて引き続

き雇用されることが見込まれる者（九十三日経過臼から

一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満

了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかで

ある者を除く。）

ウ子の看護休暇制度(年５日まで）

事業主は､小学校就学の始期に達するまでの子を蕊青する

有期契約労働者から子の看護休暇の申出があった場合､その

申出を拒むことはできません(育介法第１６条のａ同第１６

条の３）

叩自０

ハー、
、－￣

白孚

L～＝Ｌ-－－

※その他､育介法に規定する時間外労働の制限(育介法第

１７条)､深夜業の免除(育介法第１９条)､勤務時間短縮等

の措置(育介法第２３条)等についても有期契約労働者に

適用されます。

３ キャリアパスヘの配慮等(正社員登用)について

事業主は､通常の労働者への転換を推進するため､その雇用する有期契約労働者について､次のいずれ

かの措置を請ずるべきです(パート法第１２条第１頂参照)。

①通常の労働者の募集を行う場合に､その業務内容、

賃金､労働時間等の募集条件を事業所に掲示するな

ど､有期契約労働者にも周知すること。

②通常の労働者の配置を新たに行う場合に､当該配

置の希望を申し出る機会を､有期契約労働者にも与
えること。

③有期契約労働者から通常の労働者への転換のため

の試験制度を設けるなどの措置を請ずること。

１０

３ キャリアパスヘの配慮等(正社員登用)について



４ 教育訓練･能力開発の機会の付与について

事業主は､通常の労働者に対して実施する教育訓練で、

職務の遂行に必要なものについては､職務の内容が同じ

有期契約労働者に対しても実施するべきです｡また､その

ほかにも､通常の労働者との均衡を考慮して､職務の内容、

職務の成果､意欲､能力及び経験等に応じ､有期契約労働

者に対して教育訓練を実施するように努めるべきです(パ

ート法第］０条第１項及び第２項参照)。

５ 法令の遵守について

①有期契約労働者の雇用管理の改善等を図るに当たり、次に掲げる労働者保護法令は、有期契約労働

者についても適用があることを認識し遵守しなければなりません。

■労働基準法

■最低賃金法

■労働安全衛生法

■労働者災害補償保険法

■職業安定法

■雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

■育児休業､介護休業等育児叉は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

■雇用保険法

など

②特に、事業主は、雇入れ時又は作業内容を変更したときに、その従事する業務に関する安全衛生教育

を行わなければなりません｡また、危険有害業務就業時の安全衛生教育を行わなければなりません（安

衛法第５９条第１項～第３項)。

③事業主は､有期契約労働者の就業の状況等を踏まえ､加入の必要がある場合､雇用保険､労災保険､健

康保険､厚生年金保険に加入させてから就業させなければなりません。

■雇用保険は、１週間の所定労働時間が２０時間以上であり、１年以上引き続き雇用されることが

見込まれる場合､被保険者になります。

■社会保険(健康保険・厚生年金保険)は､適用事業所の従業員であれば､一定の要件(１曰又は1週

間の所定労働時間及び１月の所定労働曰数が通常の就労者のおおむね４分の８以上である場合

など)を満たせば被保険者になります。

lⅡ

４ 教育訓練゜能力開発の機会の付与について

５ 法令の遵守について



６ 法令等の周知について

使用者は､次に掲げる規定等について、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書

面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、有期契約労働者を含む労働者に周知さ

せなければなりません(基準法第１０６条第１頃)。

■労働基準法及びこれに基づく命令の要旨､就業規則､貯蓄金管理に関する規定(第１８条第２項）

■賃金の－部控除に関する規定(第２４条第１頃ただし書）

■]か月単位の変形労働時間制に関する規定(第８２条の２第1項）

■フレックスタイム制に関する規定(第８２条の３）

■１年単位の変形労働時間制に関する規定(第３２条の４第１頃）

■１週間掌位の非定型的変形労働時間制に関する規定(第Ｓ２条の５第１頃）

■一斉休憩に関する規定(第８４条第２項ただし雷）

■時間外及び休日の労働に関する規定(第３６条第１頂）

■事業場外労働のみなし労働時間制に関する規定(第３８条の２第２項）

■専門業務型裁量労働制に関する規定(第８８条のＢ第１項）

■年次有給休暇に関する規定(第８９条第５項及び第Ｓ頂ただし書)に規定する協定

■企画業務型裁量労働制に関する規定(第３８条の４第1項及び第５頃)に規定する決議

蟇拳法では法令等の周知義務が規定されていますが､｢圏法令の遵守について｣に記戴されている
法令等についても周知することが望ましいものと考えられます。

鼠
法令等

■

1２

６ 法令等の周知について



有期契約労働者のよりよい雇用管理に向けて労働 用

事業主は、有期契約労働者に対し、よりよい雇用管理の実施を図るために、次に掲げる項目について、

各事業所の状況に応じて、適官必要な項目について配慮することが望まれます。

’１ 安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について

事業主は､契約期間中にやむを得ない事由により解雇

する場合又は契約の更新により３年以上引き続き雇用さ

れている者について期間満了による雇止めを行う場合

には､有期契約労働者についても、ハローワークに再就

職援助計画を提出するとともに､再就職に関する支援を

行うことが望まれます。

螢
777

７７苧粛ｶﾞﾉﾉﾛ、叩
】

￣

ﾏﾏ

２ 労働条件等の改善のための事項について

①事業主は､労働者が納得して就職できるよう､募集・採用に当たり、労働条件について､十分な情報を

明示することが望まれます。

②事業主は､有期契約労働者が仕事に意欲的に取り組み､その能力を高めていけるよう､仕事内容や処遇

等について話し合う機会や相談窓口を設けたり、職業生活全体に関する個人面談等を積極的に取り入れ

ることが望まれます。

③事業主は、就労による経済的自立が可能な社会や、家族などとの充実した時間や地域活動へ参加する

時間などを確保できる社会､子育てや親の介護の状況に応じた多様な働き方が選択できる社会を目指し

た｢仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章｣及び｢仕事と生活の調和推進のための行動指針」

の趣旨に配慮することが望まれます。

Ｉ３ キャリアパスヘの配盧等について

’囮
①事業主は､有期契約労働者に対して具体的かつ明確に多様な

キャリアパスを示すことが有意義であると考えられます。

②事業主は､有期契約労働者の希望に応じて職務経験の機会を付与し､その従事した職務の内容や実績

を評価するとともにその結杲を処遇の向上に活用するほか､当該労働者にも評価の結果を伝えつつ将

来のキャリアパスに関する相談に応ずることが有意義であると考えられます｡併せて、有期契約労働者

の評価を行うための評価者の訓練等も実施することが有意義であると考えられます。

1尾

１ 安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について

２ 労働条件等の改善のための事項について



③事業主は､有期契約労働者が、より高度な知識や技能を必要とし、又はより高度な責任を負う職務へ
の転換を希望する場合において､これが可能となる制度､労働条件等を整備することが有意義であると
考えられます。

④事業主は､有期契約労働者から正社員に登用された後の処遇についても､可能な限り､登用者の能力・
経験、有期契約労働者としての勤続等を踏まえて、賃金等において適正な処遇となるよう配慮すること
が有意義であると考えられます。

⑤事業主は､有期契約労働者から正社員への移行を円滑化するため､職務や人事異動の範囲が限定され
るものの期間の定めがない雇用区分を設けることを検討することが有意義であると考えられます。

⑥事業主は､正社員への登用を行う場合に円滑な移行を図るため､有期契約労働者の正社員登用希望

者を対象に、正社員の業務を一定期間体験する機会を設ける等の配慮を行うことが有意義であると考
えられます。

⑦事業主は､有期契約労働者がフリーター等の若者である場合には､就職氷河期に正社員になれず､職
業能力形成機会に恵まれなかった者が多いことに鑑み、教育訓練の実施について配慮することが望ま
れます。

また、事業主は、そうした若者に対し正社員への登用の可能性が与えられるような仕組みを検討する
とともに､登用に当たっては､その有する適性や能力等を正当に評価し､その将来性も含めて長期的な視
点に立って判断するなどの配慮をすることが望まれます。

４ 教育訓練。能力開発の機会の付与について

①事業主は､有期契約労働者の職業能力の開発及び向上を図るため､教育訓練に係る設備､プログラム
の充実等に留意して､計画的に教育訓練等を実施することが望まれます。

②事業主は､有期契約労働者に対し､職務に関連する資格である場合､職業能力検定等を受けるための
休暇の付与や時間の確保等の必要な援助を行うことが望まれます。

③事業主は､有期契約労働者に対し､業務の遂行に必要な技能及び知識等に関する情報の提供､相談の
機会の確保、実務経験を通じて職業能力の開発・向上を図ることができるような配置等の雇用管理に
ついて配慮することが望まれます。

①事業主は､職務経験､教育訓練等により高められた労働者の職業能力を適正に評価し､賃金その他の
労働条件に適切に反映させることが望まれます。

⑤事業主は､正社員の登用に当たり、登用者に対する研修を実施するなど､登用者が円滑に正社員に移
行できるよう配慮することが望まれます。

５ 法令の遵守のための体制の整備について

事業主は、法令遵守を徹底できる労務管理、生産管理等の事業の体制の整備及び改善を図ることが望
まれます。

1４

４ 教育訓練。能力開発の機会の付与について

５ 法令の遵守のための体制の整備について



善に関する取組事例用管理改
l■■■■■■

|雷

ここに掲載した事例は､独立行政法人労働政策研究・研修機構の｢パート契約社員等の正社員登用・

転換制度一処遇改善の事例調査｣より､抜粋(－部加工)したものです｡参考にしてください。

１ 安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について

Ａ旅行会社では､１年ごとに契約を更新しています｡更新の可否は､年間の人事考課により､一定の点数
以下を更新しないこととしています。

'２ 労働条件等の改善のための措置について

Ａ旅行会社では､労使で､契約社員を｢地域(転居転勤なし)で曰常的業務の運営を担う人材｣に位

置づけると整理しました｡労組も､正社員と契約社員の働き方や役割の違いを明確にすることを前提

に､賃金面に相違があることを受け容れました｡契約社員は､月給制で､賞与も年２回成果業績評価に

基づき支給しています６

Ｂ社(衣料品等の小売りチェーン)では､すべての社員に均等に仕事､能力開発の機会を与え､成果主

義を徹底しています6正社員の処遇体系を職務給へ移行し､正社員と非正社員の人材活用の仕組み

や処遇制度を一本化しました。ただし､正社員と非正社員で同じ仕事をしていても､転居転勤の有無

や労働時間の制約などの理由に基づく処遇上の差はあります｡年収水準は､非正社員係マネージャー

は､正社員係マネージャーの７割程度としていますb賞与は正社員､非正社員とも業績連動型としてい

ます。

Ｃ信用金庫では､フルタイムで働く契約社員の時給を､派遣会社に支払う水準を目安に設定してい

ますb賞与は､年間５３万円を上限に支給しています６

Ｄ労働金庫では､有期契約労働者の職務は役職につかない担当職までに限定し､月給のほか､諸手

当(家族手当､住宅手当は除く)､賞与､退職金を支給しています6福利厚生や教育研修も正社員と同様
にしています。

３ キャリアパスヘの配慮等(正社員登用)について

Ａ旅行会社の正社員登用試験は､毎年一定の資格以上の人は受験可能で､１次試験(適性検査)と人

事考課､２次試験(プレゼンテーション試験)で構成しています｡過去に学科試験もありましたが、登

用機会を拡充するため２００５(平成１７)年に廃止しました。

Ｃ信用金庫の正社員登用は、直近８期の能力評定､成績評定が一定水準以上で､指定する通信講座

の中から３科目を受講済みであり､昇格試験(筆記､論文､面接)に合格することを要件としていますｂ

登用後は､職能給が一般職のＳ等級(20代の正社員レベル)から始まり､基本給はパート職員の勤続

も通算しています６

’Ｅ社(消費者金融･不動産賃貸業)では､正社員登用制度を設け､登用後は､正社員の中堅社員(下

から２つめのグレード）に格付けし､賞与も支給されますb年収も約１２倍になります。

15

雇月

１ 安定的な雇用関係に配慮した雇用環境の整備について

２ 労働条件等の改善のための措置について
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Ｂ社では､非正社員の定着が重要な課題となっており､正社員転換制度のほか､多様な能力開発の仕組
みを整備しています(各店舗にPC教育システムを配備し､自主研修を可能としています｡また､専門技能
を修得するためのスキル研修を実施しているほか､係マネージャーに対する研修を強化し､年間一人当た
りB～4回実施しています｡)。

Ｃ信用金庫では､多様化､複雑化する日々の業務に対応してもらうため､パート職員にも正社員同様の自
己啓発奨励金制度を適用しています｡指定する通信講座を一定の修了条件でクリアした場合、受講料を数
千円～1万円程度補助しています｡また､指定する検定試験に合格した場合は､受講料を全額支給していま
す｡さらに通信講座修了者や検定試験合格者に､上限3万円程度の奨励金を支給しています。

本ガイドラインに関するお問い合わせ先は、
以下のとおりです。

ガイドラインの内容･職安法について.・・・・・・・・各都道府県労働局職業安定部又はノ

基準法･契約法･蔵止め告示･安衛法について・・・労働基準監督署

均等法･パート法･パート指針･育介法について・・・各都道府県労働局雇用均等室

ｌＤ－ワーク

各都道府県労働局職業安定部電話番号

匿芳愚番号労働局 冠話番号 労働局電話番号労働局 電賭番号 労働局

滋賀lO77-526-8609東京 香川 ０８７=８１１日819況胆北;毎迪 ０３－３５１２－１【81宗0１１－７３８－１０１６

神奈川 京都 0８９－９４１－２９４０青森 0215-650-2800 愛媛O17-721-2000 OPH2Efu25l齢孤引８

新潟 大阪 DY8V8召8W8膳目6,疎岩手 ｢0形Z２９plEmU旦誰】ＢＵＵ 06-4790-6300 高知0１９．６０４－３００４

兵庇画山 福岡 0９２－４３４９８０１宮城 OPH8f辺兜f2El2"H91G 078867-0802DJ卿瑁図Sm班H8IoI;Iｉ

石川 奈良 0952-32-7216秋田 076-265-4427 ｢0W世U2H2PHO図018 佐賀0１８－８８３－０００７

和歌山福井 O19I5PH8I0HIHOIOm0山形 077626-8609 073421-6150 長崎023-626.6-1[肥

山梨 鳥取 096-211-1703福島lO24-528-O250 O厩二畳巫唾丹凹8膳ＴＺ O857-29-1707熊本

島根長野 OPP沼8粍胸f兜101910茨城 OJGJ2UHRLI2HOI8伺合 0852-20-7016 大分O２ｇ－２２４６２１ｌ８ｌ

岡山栃木 岐阜 058-2635563 宮崎 ｢肥】818百GF8日8H8F2H6086-801-5103０２８－６１【0珠151815

広風 099-219-8712群馬 蹄｜画 054-271-9950 DJ:F盛l5I0J鞠H8H6]ｉ 鹿児島DHP遇函|[OH5101018

愛知 山口 OgR-868-1n815埼玉 052-21口目6灯Oｌ５ 沖細048600-6208 018F6日919晦日01618膳

竃 徳島r0I51gB四四8百G匹61oｒ千粟Ｏ43-202-5121 0８３６１１－５３８７

上記､各都道府県労働局職業安定部以外の連絡先については､厚生労働省ホームページをご確認下さい。

「ハローワーク）http;//www,mhlw・gojp/kyujin/I1wmap・html再

Ｃ労働基準監督署》ｈ廿p://www､mhlw・go・jp/bunya/roudoukijun/location・ｈｔｍＩ

Ｏ雇用均等室,http://www・mhlw､gojp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index､html

平成２０年９月作成
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労働局 電話番号 労働局 霊詰蕃号 労働局 醗露蕃晶÷ 労働局 電話番号

北海道 OTl-738-1016 東京 O3-3512-1653 滋賀 O77-526-8609 香川 087-811←8922

青森 O17-721-2000 神奈川 O45-650-2800 京都 O75-241-3268 愛媛 O89-941-2940

岩手 O19-604-3004 新潟 Ｏ25-234-5927 大阪 O6-4790-6300 高知 O88-885-6051

宮城 022-299.8061 西山 O76-432-2793 兵Ｈ１Ｚ 078画367-0802 福岡 O92-434-9801

秋田 O18-883-OOO7 石川 O76-265-4427 奈良 O742-32-O208 佐賀 O952-32-7216

山形 O23-626-6109 福井 O776-26-8609 和歌山 073虜421-6150 長崎 O95-801-OO40

福周 O24-528-O250 山梨 O55-225-2857 鳥取 Ｏ857-29-1707 熊本 Ｏ96-211-1703

茨城 029-2246218 長野 O26-226-O866 島根 O85220-7016 大分 Og7-535-2090

栃木 O28-610.3555 岐阜 058頁2635563 岡山 O86-801-5103 宮崎 O985-38-8823

群馬 O27-210-5008 瀞岡 O54-271-9950 広島 O82P502マ831 鹿児風 O9g-219-8712

埼玉 O48-600-6208 愛知 O52-219-5505 山口 O83-995-O383 沖細 O98-868-1655

千菜 Ｏ43-202-5121 三重 O59-226-2305 徳島 O8B-611-5387


